
　　　　　設計上の処分先は、
　　　　　(株)田中浚渫工業（大阪市西淀川区大野）を
　　　　　採用しています。

代価表（第5号）2行目【剪定草木・伐採木　根】の処分先につい
て、設計上採用している業者名をご教示ください。

質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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1

回　　　　答

代価表（第20号）2行目【剪定草木・伐採木　幹】の処分先につ
いて、設計上採用している業者名をご教示ください。

　　　　　設計上の処分先は、
　　　　　(株)田中浚渫工業（大阪市西淀川区大野）を
　　　　　採用しています。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 令和2年度市内一円街路樹植替工事


